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東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表 
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東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表（1/5） 

 

 

現   行 変 更 案 備  考 
 

 

 

 

 

 

 

東 通 原 子 力 発 電 所

計 量 管 理 規 定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  平成16年 6月23日（ 制 定 ）  

  平成27年 6月 2日（第４回改正） 

  
 

東北電力株式会社 
 

 

 

 

 

 

 

 

東 通 原 子 力 発 電 所

計 量 管 理 規 定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2004年 6月23日（ 制 定 ）  

  2021年  月  日（第５回改正） 

  
 

東北電力株式会社 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西暦表示に変更 

第５回改正来歴 

 

 



東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表（2/5）  
 

 

 

現   行 変 更 案 備  考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正履歴の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表（3/5）  
 

 

 

現   行 変 更 案 備  考 
 

東通原子力発電所計量管理規定 
 

（中略） 

 

第２編 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質に関する計量管理 
 

（中略） 

 

第５章 計量管理手続 

 

（中略） 

 

（試料の収去および保管の手続） 

第 23条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法律第６１条の

２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１項，第５項，第８項および第９

項（立入検査等）の規定に基づき，原子力規制委員会の指定するその職員もしくは指定保障措置

検査等実施機関の検査員または国際原子力機関の指定する者もしくは国際規制物資の供給当事国

政府の指定する者（以下「査察官等」という。）より試料の収去を求められた場合は，これに協

力するものとする。 

 

（中略） 

 

第１１章 国際約束の遵守等に係る事項 

 

（中略） 

 

（封印および監視装置） 

第 48条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法

律第６１条の２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１１項，第１２項，

第１３項および第１４項（立入検査等）の規定に基づき取付けた封印または監視装置を取外す必

要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取外し後すみやかに，次に定める

事項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 

（中略） 

 

附  則 

 

 (施行期日) 

第 1 条 この規定は，平成２７年６月８日から施行する。 

 

 

東通原子力発電所計量管理規定 
 

（中略） 

 

第２編 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質に関する計量管理 
 

（中略） 

 
第５章 計量管理手続 

 

（中略） 

 

（試料の収去および保管の手続） 

第 23条 計量管理責任者は，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法律第６１条の

２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１項，第４項，第７項および第８

項（立入検査等）の規定に基づき，原子力規制委員会の指定する当該職員もしくは指定保障措置

検査等実施機関の検査員または国際原子力機関の指定する者もしくは国際規制物資の供給当事国

政府の指定する者（以下「査察官等」という。）より試料の収去を求められた場合は，これに協

力するものとする。 

 

（中略） 

 

第１１章 国際約束の遵守等に係る事項 

 

（中略） 

 

（封印および監視装置） 

第 48条 計量管理責任者は，査察官等が，法律第６１条の８の２第２項（保障措置検査）および法

律第６１条の２３の７第２項（保障措置検査の実施）または法律第６８条第１０項，第１１項，

第１２項および第１３項（立入検査等）の規定に基づき取付けた封印または監視装置を取外す必

要が生じた場合は，あらかじめ，ただしやむをえない場合には取外し後すみやかに，次に定める

事項を原子力規制委員会へ連絡するものとする。 

 

（中略） 

 

附  則 

 

 (施行期日) 

第 1 条 この規定は，２０２１年●月●日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の

規制に関する法律」第

68 条の第 3 項が削除

されたことに伴い，以

降の項番号を繰り上

げ。 

・「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の

規制に関する法律」改

正に伴う記載の適正

化 

 

 

 

 

 

・「核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の

規制に関する法律」第

68 条の第 3 項が削除

されたことに伴い，以

降の項番号を繰り上

げ。 

 

 

 

 

 

 

 

本規定は，原子力規

制委員会の認可を受

けた後，適切な日に

施行するものとする 

 



東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表（4/5）  
 

 

 

現   行 変 更 案 備  考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規

制に関する法律」改正

に伴う記載の適正化 

 

 



東通原子力発電所 計量管理規定 変更前後比較表（5/5）  
 

 

 

現   行 変 更 案 備  考 
別表第８ 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質および 

使用の許可を受けた核燃料物質に関する報告事項等（第 43条，第 74条関係） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第８ 原子炉の設置または運転の用に供する核燃料物質および 

使用の許可を受けた核燃料物質に関する報告事項等（第 43条，第 74条関係） 

 

（中略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国際規制物資の使用

等に関する規則」の

改正に伴う封印毀損

時等の報告に関する

記載の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「国際規制物資の使用

等に関する規則」第 7

条の項追加に伴う

項番号の繰り下が

り 


